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午後１時00分 開会 

○平賀委員長 

それでは時間になりましたので、ただいまから

総務文教委員会を開会いたします。 

本日の委員会は、議件１件について御協議をい

ただきたいというふうに思います。 

最初に市民健康プール建設概要について説明を

求めます。 

○岩本スポーツ課長 

市民健康プール建設概要について説明いたしま

す。 

市民健康プールの基本的な考え方といたしまし

て、従来から課題でありました通年利用のできる

プールとし、競泳プールは公認のコースを配備し、

公認大会が開催可能な施設と考えております。 

健康増進機能として、水を活用して疾病の予防

につながる多目的プールの建設を予定しておりま

す。 

また、幼児から小学生までが容易に水に親しめ

る水深の浅い児童プールを設ける予定であります。 

さらに、多目的スペースを設け、軽スポーツを

はじめ水中運動等と軽スポーツを組み合わせるこ

とをできる施設を考えております。 

次に、建設概要について説明いたします。資料

の２号をごらんください。 

建設位置は前回の委員会でも御説明しましたと

おり、駒場南１丁目17番地のテニスコートに建設

をいたします。 

プール本体は鉄筋コンクリート、一部鉄骨造で

一部２階建て約2,500平米を予定しております。 

駐車場は、プール本体に隣接しております元テ

ニスコートの跡地に、2,400平米で70台程度駐車の

できるものを予定しております。 

プール玄関近くに身障者用駐車場を２台分の設

置を考えております。 

現在のプールを解体後、トレーニング室120平米

を総合体育館側に増設をし、残りのスペース1,280

平米に約50台分の駐車場を造成いたします。 

プール本体の内容でありますが、資料の２号の

３枚目をごらんください。 

競泳プール７コース、水深は140センチです。 

当初４コースを稼動床と考えておりましたが、

故障が多いこと、さらにメンテナンスにかなりの

費用がかかることで設置をしないこととし、その

かわりにフロアという高さ40センチの移動式のす

のこ形状のものを沈め、必要に応じ高さを確保  

したいと考えております。 

次に、多目的プールは勾配の少ないスロープを

設け、108.5平米、深さ１メートルに、壁側に手す

りを設置したいと考えております。 

水中歩行や水中エアロビなど実施のできるプー

ルを予定しております。 

児童プールにつきましては、78.4平米、深さを

今60センチにするか70センチにするかということ

で今後進めていきたいと思っておりますが、その

横にジャグジーを設置します。 

それぞれの水槽へは独立した配管を設け、水槽

ごとに水温が設定できるような構造で考えており

ます。 

また、今回提出しています図面では、児童プー

ルが更衣室側になっておりましたが、多目的プー

ルにはある程度年配の方等が使うだろうというこ

とで、位置を逆にして多目的プールを更衣室側に

持っていくことと考えております。図面と違う形

で申しわけありません。 

さらに、多目的スペースは210平米でバレーボー

ルコートより大きい面積となります。 

ヨガやエアロビクス、健康トレーニングなどが

できるフロアであり、さらに高齢者の方々などが

軽運動やストレッチ、さらにはメディカルチェッ

クなどができる多目的なスペースを設置する予定

です。 

多目的スペースのプール側の壁をガラスとし、

大会時には観客スペースとして使用できるように

いたします。 

また、二階に控室を設け、大会を含め観覧がで

きる場所を設置するよう考えております。 

そのほか更衣室には個室で着替えられるスペー

ス、シャワー室にも個室を設けた施設を考えてお

り、さらに健康増進機能をもたせた施設の観点か

ら、多目的更衣室、多目的トイレの設置を予定し

ております。 

また、大会時に使用するタイム測定器タッチ板

を導入する予定でおります。 

建設費用でありますが、実施設計を経なければ、

具体的な数値については申し上げられないのです

が、プール本体が14億1,000万円、そのほか２億

7,000万円、計16億8,000万円と見込んでおります。 

なお本件につきましては、水泳協会等からいろ

いろ御要望いただいておりましたが、協会と協議

の結果、今の申し上げた内容で御理解をいただい

ているものであります。 
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以上が建設概要であります。 

○平賀委員長 

それでは質疑に移ります。 

○飯田委員 

まず１点目ですけれども、基本計画が実際、基

本計画というか、概要が示されたのが６月議会の

ときです。そのときには基本設計が９月まででき

まして、実施設計が９月から転々となっていまし

て12月になるかというような予定だったのですけ

ども、特に私たちはきょう概要とこの図面を見た

のは初めてです。 

先日、水泳協会はじめ、各水泳の団体の皆さん

からレクチャーというか意見交換した段階で、図

面というかさまざまな問題点が出されました。  

まず基本的には、おくれた原因をまず一つお聞き

したいと思います。 

○岩本スポーツ課長 

この基本設計につきましては、建築課を通して

コンサルに出して設計委託をかけたところであり

ます。 

途中、さまざまな我々の要望等も入れた中で、

図面が何度か変わって、内部協議をしながら変

わっていったという過程の中で、予定よりも時間

がかかったという経過です。 

○飯田委員 

実際こうやって議論するのはきょう18日です。 

12月議会の説明会は12月２日になっています。

それまでにはもう時間がありません。 

これの資料１の概要をもらったのは、私たち

きょう初めてで、実際のはじめ、基本計画を立て

て基本設計の図面ができた段階での資料はきょう

初めてなのです。 

私はきょうこれ１回というわけにはなかなかい

かないということで、持ち帰ってきちんと討議す

る時間も欲しいと思うのですけど、きょうするの

は私は概要というかそういうことでしかできない

と思っているのです。 

そういうことからいうと、やはりこの６月から

９月までどうしてできなかったのかということと、

９月からこの11月18日まで、結果的には５カ月近

くかかっているのです。 

こういうことからいうと、今やはり市民プール

というものの通年化でいいものせっかくつくろう

ということですから、議会でも十分やはり議論す

る時間がとりたいと思ってます。 

ただ、時間のない中でやはり真剣に質疑したい

と思っているのですけれども、そういうような考

え、今後、基本設計がありまして基本計画が出て、

12月議会でなくて実際実施設計入るまでの猶予、

期間というのはどの程度みていますか。 

○角田建築課長 

我々のほうは当初、基本設計を11月までという

ことで計画を進めていました。これから12月から

２月、３月ぐらいでとりあえず実施設計を完成さ

せると。 

今、日程が早くなっていますので、今これで皆

さんの御意見をいただいて実施設計に入れる状況

になった時点ですぐ発注する準備はできておりま

す。 

○飯田委員 

建築現場の今11月ということだったのですけど、

その９月までと11月の乖離というのは、今岩本課

長が言ったのとは若干ニュアンス違うんですけど、

どの辺にあるのですか。 

○角田建築課長 

さっき岩本課長が言ったとおりでございまして、

そこの基本設計より基本計画の中に入るときにい

ろいろな意見がございまして、そこをまとめて基

本設計入ったのですけども、基本設計の中でもい

ろいろ２転３転するような形になって、それが

ずっと延びていて現在に至ったという状況になっ

ています。 

○飯田委員 

例えばきょうの図面では、実際２階の観覧席と

いう図面はないのです。 

私は実際６月にこの委員会に示されたプールの

このイメージ図、このときにどうしてレイアウト

ぐらいを示せなかったのか。 

当然このイメージ図だけですと、当然９月まで

に私は９月議会なり９月のときにこういうような

形のものが出てきて、それで議論して12月の基本

計画なり基本設計というものも出るということ

だったのですけれども、実はこのプールのイメー

ジというのは私の聞くところによると、５月では

市民プールということで、ある程度でき上がって

いたかに聞くのです。 

ただ健康増進機能が入ったので市民健康プール

というのになったと思うのですけれども、その辺

の経過はいかがですか。 

○岩本スポーツ課長 

当初から市民健康プールということで話してお

りまして、先ほどの図面のとおり多目的なり健康
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増進機能をもったプール、競泳プール、ジャグ

ジーということで、途中から健康増進機能入れた

わけではありませんので、当初から今委員がおっ

しゃったような図面の中身で進めてきました。 

○飯田委員 

このプールのイメージということなのですけど、

もう１回基本的に聞きますけども、プールを通年

化にするので、このプールを新しくするといった

ときに、今まで培った30年の市民プールの実績な

りノウハウがあると思うのです。 

そのノウハウをもとにしてやると当然、今まで

利用してきた方を中心に、競泳プールを中心に計

画を立てて、プラス健康増進という考えなのか。 

それとも競泳用プールがあって、プラス健康増

進の施設があって、これらは両方ともしっかりや

るという考えなのか、その辺の当初からしっかり

した考えを持っていたのですか。 

○岩本スポーツ課長 

競泳の部分と健康増進の部分で、競泳プールな

どは両方でも使えますけども、特に競泳プールに

ついてはやはり競泳目的プラス説明したとおり浅

いもの、すのこ状のフロアを入れて小学校の高学

年ぐらいであれば普通の競泳ができるようなとい

う機能をもたせたプールにしたいと、さらに先ほ

どから申していますとおり、健康増進機能を持っ

た多目的プールにつきましてはウォーキング、水

中エアロビ、水中運動等に使えるということで、

一応分けるなり多少重なっていて、それぞれ目的

に応じて、建設し活用したいというふうに考えて

おります。 

○飯田委員 

私は６月でこのプールのイメージが示された時

点で、当然今回、水泳協会を初めとした水泳関係

者の団体から指摘を受けまして、観覧席がないと。 

当然、今ありますので観覧席があると思って議

論は進めていたつもりなのです。 

この時点で当然設計図を、基本設計を書いた時

点では初めから予想はしてなかったのですか。 

○岩本スポーツ課長 

この図面の前にも一番最初に出てきた図面があ

りまして、その中には１階で80名ほどが見られる

観覧スペースというのを設けておりました。 

そのほかにも、観覧が可能だというスペースを

絵にしまして、そこで協会と協議をいたしました。 

それでもなかなか数が足りないということにな

りましたので、本来、先ほどのこの図面のプール

の図面ですけども、多目的スペースのところに女

子更衣室があったのが一番最初の図面でありまし

たが、御要望で多目的スペースをプール側に持っ

てきて、先ほども説明したとおりそこをガラス張

りにすると観覧スペースになり得るということで、

その意見を反映いたしました。 

さらに、ちょっとこれ図面ではわかりづらく

なっておりますが、ホールの左から階段で二階に

上っておりまして、赤点線で２階控室という部分

が控室ながら観覧ができるスペースということで、

一階から二階のほうにスペースを広げて移したと

いう経過であります。 

○飯田委員 

では観覧席は初めから設けてなかったというこ

とのときに、これは建築費か何かの費用の関係だ

けなのですか。それとも初めから要らないという

関係だけだったのですか。 

○岩本スポーツ課長 

先ほど言いましたとおり１階には80人ぐらいが

見られる観覧スペースは設けていて、観覧席がな

かったわけではなかったです。 

当初、観覧席を設けるに多額の費用がかかると

いうことで、必要性については協会側からも要求

がありまして理解はしておりました。 

関係部署等々と協議を重ねて、設置にはかなり

の金額かかるのでそこはちょっと難しいなと。 

一階の観覧スペースでどうにか対応ができれば

ということに至りました。 

○飯田委員 

やはり当然財源の問題で今お金がかかるといっ

たのですけれど、当然、６月の時点で交付金を活

用する事業として合計この時点では26億7,000万の

中で、天都山のオホーツク流氷館と、この市民健

康プール等の整備事業ということと、学校暖房設

備改修事業、この三つで26億7,000万ということに

なっています。 

私はやはりこの時点で図面、ある程度のレイア

ウトを示せば、このお金をどういう形で、この時

点では、市債、基金、一般財源で３億9,000万円、

交付金のほかに見るとなっております。 

だからこの時点で私は当然レイアウトした中で、

今言った観覧席を設けて、どのぐらいの追加予算

がかかるのかということをやるときだったと思う

のです。 

今ここにきて、こうなったからもうないという

のではなくて、私たちの議論の中ではまだ観覧席
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を設けてどのぐらいの予算がふえるのかというこ

との議論も必要だと思うのです。 

観覧席を実際消防法に引っかからない形で設け

た段階ではどのぐらいの上積みが必要なのですか。 

○角田建築課長 

もともと最初は観覧席という形で、消防法から

なにからエレベーター設置、二方向避難等でやる

という積算したときには7,000万円から8,000万円

ぐらいの予算がかかるということで、これは非常

に難しいということで先ほど岩本課長も言いまし

たように１階部分から座席、要するに皆さんが

座って見られるような形をつくるという形で、だ

んだんそれが広がっていって多目的スペースにも

人、お客様、一緒に入っていただいて皆さんでそ

こで見てもらえるだけである程度そういう人数が

カバーできるだろうというお話で進めておりまし

た。 

その後、やっぱり２階にもなんとかというお話

があって、消防法で要するにどうしてもかからな

いような形にするには、消防としては協議した結

果、今と同じぐらいの大きさで要するに控室、お

母さんたちの控室という形で出していただければ

何とかなるかもしれないということで消防と協議

して今の形でもって、今までとほとんど変わらな

いのですけれども、上のほうに建てるというな状

況になって大体3,000万円から4,000万円ぐらいに

なるだろうという予算、新たな工事をするという

ことくらいで私どものほうは今積算しております。 

○飯田委員 

今のは現在その要望聞いて広げた中で、控室の

スペースに観覧席的要素を持たしてやったってい

う費用ですよね。私聞いたのは、観覧席として

しっかりしたものを持ったらどのぐらいの追加経

費がいるのかと。 

○角田建築課長 

先ほども申し上げましたけども、観覧席として

消防の施設からエレベーターから全部設置します

と、当初7,000万円から8,000万円ぐらいの事業費

がかかるという積算になりました。 

○飯田委員 

私やっぱり関係団体なり話し合いするときに、

そういうようなことは初めに示すべきだと思うの

です。 

だから今言ったとおり、お金がかかる限度はど

こかというと、やはり私たちの考えとしてはこれ

をどうするかと、このままお金もどんどん上積み

してかかっていいとは思っておりません。 

どこかでしっかりと財政的なもので折り合いを

つけなければならないのですけど、それにしても

今ここに来て11月の18日に来て、もう議会に12月

の提案をするというときに来て、やはりちょっと

どころか、十分議論する時間が私は少ないなと

思っているのと、それでも、やはり今言った資料、

控室ではない本格的な観覧席を私はある程度持っ

た中で7,000万円だったら7,000万円足したらどこ

から財源があるのかということも含めて、議論し

たいと思うのですよ。 

そういう面でそういうような議論は12月議会中

まででもできるということですね。 

○大澤副市長 

きょう、本当に大分詰まった中で、資料を議会

のほうにお示しをして、遅かったということは委

員の御指摘のとおりだというふうに思っています。 

それで今回の市民プールの整備というのは、既

存の市民プールの通年化を図ってスポーツ増進、

進めていきたいという観点と、それから前から申

し上げているとおり市民の健康増進、この二つの

目的で整備を進めるということですから、健康増

進機能のための施設とそれからスポーツ振興、子

どものスポーツ振興という観点での施設整備を考

えているわけですから、私の考えとしては観覧席

というのはその次のところにくる話であって、メ

インとなる部分ではないというふうにまず思って

います。 

したがって当初、水泳協会側のほうにお示しし

た図面では２階の構造というのはなくて、１階の

ところで観覧をしていただきたいという形でお示

しをしたわけですけれども、いろいろあの御意見

を伺う中で、やはり２階から見るというようなこ

とが必要なのだという御意見等いただいて、いろ

いろと数回にわたってコンサルとを協議している

中で、２階に観覧席、観覧席といいましょうか観

覧スペースといいましょうか、この図面の控室に

なっていますけれども、そういった構造にしてい

くことによって金額的にどのぐらいの上積みにな

るのか。それから観覧室を設けることによってそ

のスペースのどこをいじることになってるのかと

いうようなことを詳細にわたっていろいろ詰めて

きて、本当にこの図面につきましては、かなり近

くなってからでき上がったというような経過もご

ざいまして、繰り返しになりますけれども、観覧

席、スタンド形式と言ったらいいのでしょうか、
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そういったところまでは最初から想定をしており

ませんし、スポーツ振興という観点でのプールの

整備と健康増進というのはメインだということで

今回の実施、基本設計を作り上げたということで

ございます。 

○飯田委員 

副市長、やはり今のプールでも観覧席はあるの

です。 

普通陸上競技だったら立って走っています。 

寝たり座って走ってはいないです。だとしたら

水泳の水面というと、やはり泳ぎは常に潜ったり、

水面上のちょっとしかないです。 

そうなると、平面のところから見るのと角度を

つけてみるのとはっきり言ってどこの大会でもオ

リンピックでもどこの日本選手権でもどんな大会

でも上から見ないとわからないのです。 

そういうことから、私は当然プールのこのイ

メージ図が出てきたときには観覧席は当然あるも

のだという認識のもとでやったけども、今のは当

然初めからそういうのは予想してないで、基本設

計に進んでいったというのは私はそれだったらそ

れでもっとこの段階で示して議論する時間をもっ

と保障すると、本当に観覧席が必要かどうなのか

と。 

そこをやってこなかったのはやはり、遅くなっ

たからすいませんではなくて、いるかいらないか

の本当に瀬戸際だったと思うのです。 

そういう面からも本当に競泳用プールでは必要

だというような認識を私はしっかりと持ってもら

いたいと思うのですけれども、いかがですか。 

○大澤副市長 

大会云々というのは当然あるでしょうし、それ

は非常に回数的にいえばそれほど多いものではな

いというふうに思います。 

ですから日常的にこの施設を利用するのは、や

はりそういったスポーツの観点から子どもさんた

ちだとか皆さんが泳ぐということと、健康増進の

そのプールを利用するというところが日常的なこ

のプールの活用の仕方であって、大会のときに平

面的に見るより上から見るほうがいいというのは

それは当然わかる話でありますけれども、そのた

めに大がかりなスタンド形式といいましょうか、

そのことがそういった２階の施設が必須だという

ふうに私は考えておりませんでした。 

○飯田委員 

実は先日も水泳協会はじめ水泳関係、プール利

用している関係団体の方と意見交換なりしたので

すけど、やっぱり30年の歴史というのは水泳を通

して体力づくり、健康づくりのほかに水泳の競技

力向上で少しでも上にいきたい、それから将来的

にはオリンピック選手を出したいなとそういう考

えをしっかり持ったから30年もいろいろな形で私

は積み重なってきたと思うのです。 

そういうことからいうと、当然競泳関係者は

コースにしてもスタート台にしてもタッチ板にし

ても、実際観覧席にしても当然そこは要求してく

ると思うのです。 

だから、それはそれで30年の積み重ねの上に今

回、新築するのですから通年化して、だからより

大きな目標を持っていると思うのです。 

そういうような目標にトータル的には、当然い

ろいろな大会も引っ張ってきますよという覚悟の

上で、いろいろな要望を出していると思います。 

それが全部通るかどうかはまた予算上のことで

わかりませんけれども、認識だけは、そういうよ

うな積み重ねて今まで30年、曲がりなりにも市民

プールがもってきたのはそういう関係団体の方が

一生懸命努力して積み重ねてきた結果だと思うの

で、その辺の認識をやはりもう一回しっかりと

持っていただきたいなと思うのですけれども。 

○大澤副市長 

おっしゃっていることは十分理解はするところ

です。 

それぞれの競技には長い歴史があったり、その

施設利用に当たってはいろいろな御要望というも

のを水泳だけでなくて、サッカーにしても野球に

してもいろいろなところではそういったことはあ

ろうかと思います。 

今回の市民プールの整備につきましては、御案

内のとおりその元気交付金という国の制度の中で

活用できる財源があるということで、大きな課題

だというふうには認識しておりましたけれども、

そういった制度を活用して整備ができるというこ

とになったわけです。 

整備に当たっては、当然その競技にかかわって

いる方もいらっしゃいますし、健康増進のために

というふうに考えている方もいるわけです。 

ですからその両方の目的を持った施設整備を考

えていかなきゃならないといったときには、当然

財源にも限りがありますので、当然２階の施設を

整備するということにいけば、それはしっかりと

した積算の上であるべきものかそこは削れるのか
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となるところは当然必要なことだと思いますけれ

ども、通常２階に観覧席を設けるということでい

けば、私も素人ですけれども、それには相当な金

がかかるなということは、ある程度わかるのかな

というふうに思います。 

当然今まで競技に出るにあたって、いろいろと

練習等積み重ねて長い間やってきたということに

ついては理解をするとこでありますけれども、や

はり全体な金額を考えればそこのところをまずあ

るべき形といいましょうかそういった部分までは、

ちょっと考えが及ばなかったといいましょうか、

今回お示ししている図面につきましても、当初は

１階の部分での観覧スペースという考え方が経費

的にも抑えられるという形の中で一旦はそういう

形で協会側のほうにもお示しをしましたけれども、

いろいろ御意見を伺っている中で現在の２階の観

覧スペースと同様な施設を望まれたということで、

それを選択したというところでございます。 

○飯田委員 

委員会の議論は始まったばかりですから、そう

いうことも含めて私は今後議論をして観覧席など

についてはそういうことで議論していきたいと。 

それで今、御答弁の中で競泳用プールプラス健

康増進もやるのだと、ぱっと図面を見た限りで私

は、健康増進を本当に考えているかどうかという

ことが疑わしいと言ったら変ですが、実際健康増

進の事業何をやるのです。 

先ほど言った水中だとかということだけで、実

際健康増進として何をやるのかということ具体的

にできているのですか。 

○林健康管理課長 

健康管理課としましては、基本設計の中におき

ました多目的プール100平米ほど、それから多目的

スペース200平米ほどと計画しておりますけれども、

基本的に多目的プール25名ほど、それから多目的

スペースにおいては50名ほどが無理なく運動でき

るスペースを確保したと考えております。 

事業の展開に関しましては幅広い年齢層を対象

に、その人の年代、健康状態に適応した効果的な

運動教室の開催をできればと考えております。 

またあわせまして疾病予防の見地からも、有酸

素運動等を取り入れた生活習慣病に効果的な事業

をできないかということで検討していきたいと考

えておりますけれども、これからその辺の充実強

化を図っています先進地のほうに視察等にいきま

して、研究をしていきたいと考えております。 

○飯田委員 

実はこの図面で不満なのははじめから多目的

プールってこうやって出ていること。 

何やるかということによってプールの大きさな

り施設が出てくるのではないのですか。 

この間、北海道都市問題会議で東京大学の名誉

教授で、日体大総合研究所の所長をやっている武

藤先生が網走で最後に理念をかためてハードをつ

くると言ったのに、これだとハードができててあ

とから理念がついていくのではないのですか。 

○林健康管理課長 

先ほど申しましたけれども多目的プール、例え

ば25名ほどを想定しているというお答えしました

けれども、１回のエクササイズで可能な教室人数

としては25名程度が適当ではないかといううちの

判断でして、その辺のプールの大きさ等に関しま

しては回数を持ってクリアするとか、いろいろ工

夫していく余地はあるのかなとは考えています。 

○飯田委員 

特に立派なのこれできてますので網走と。この

中にも基本的には健康増進というようなことで

なったときに、連携というようなことになってい

るのですね。 

実は私たち総務文教委員会も、行政視察に先月

行ってまいりまして、阿賀野市の水中運動施設、

これは福祉部で所管しまして、福祉部で介護予防

なりそういうのをしっかり位置づけているのです

ね。 

実際行かれるところは東御市だと思うのですけ

ども、東御市の場合は健康増進施設で医療、福祉、

介護というものをしっかりと一緒のところにやっ

た施設なのです。 

私は、東御市なりに見に行って、そこのをそっ

くり入れれないと、これだったら。その中のどの

部分を視察してきて事業として入れるのかと。 

本来、６月過ぎぐらいから見に行ってあそこの

は無理だと、ああいう施設は無理だということに

なって、競泳用と共存できるような健康増進施設

ということの考え方になったらプールの位置だと

か多目的スペースの位置だとかいろいろな位置が

全部変わってくると思うんです。 

だから基本設計の前に当然、健康増進事業とい

うものはこれを最低やると、例えば介護予防を主

にするだとか、さまざまな面というものが事業、

ソフトをやるということになれば、当然この児童

プールなり、多目的プールの位置が違ってくると、
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位置なり大きさ、そういうのはどう考えているの

か。 

○後藤市民部長 

今、飯田委員のほうからソフト事業の考え方に

ついての質問があったと、そういうふうに思って

おりますけれども、基本的には課長も説明しまし

たけれども、幅広い年齢層の中で使っていただけ

るものをまず第一に考えていきたい。 

そういたしますと、例えば小学生から高齢者に

向けてなどという年齢層になると思います。 

特に高齢者におきましては、委員からもお話あ

りましたように介護予防ということで、現在も

プールがない中で、市内のコミセンですとかでい

ろいろ開催をされているこということでございま

す。 

その部分については福祉部とも協議を進めてお

りまして、例えばそこに参加されている方がプー

ルに集まっていただいたときにどういうことがで

きるか、どういう回数をこなしていけるかなとい

う具体的な部分については福祉部も含めて協議は

しておりますけれども、果たして他市でやってい

るように、福祉部、例えば健康関係とすべてが一

緒の施設の中に入らない中で、やる上においては

どういう形が理想的なものがあるかというのは先

進地を見ながら検討していきたいという段階でご

ざいまして、そういう意味で今月になりますけれ

ども担当の職員が先進地のほうをみて、それぞれ

ソフトの部分についてのよしあしなども研修して

いきたいといふうに考えております。 

○飯田委員 

そうなりますと当然、この健康増進機能の事業

なり、今言いましたとおり幼児から高齢者まで対

象にして健康増進を図るということになれば、当

然この施設だってそれに合ったような大きさなり

そういうものに変わってくるということですよね。 

○後藤市民部長 

基本的には大きさ等については、それは例えば

利用される方がどれぐらい想定されるかによって

変わってくると思いますけれども、それは回数を

こなすことによって分散できるとか、そういうこ

ともありますので、すべてこの辺のソフト事業決

まって基本的な形も大きく変わっていくという形

はあまり考えておりません。 

○飯田委員 

水中運動一つにしたってさまざまな事業がある

のです。 

例えば高齢者向けだとか障がい者向けだとか。 

そういうことも含めてやるのであれば、私は基

本設計ができ上がる中で、実は、生活福祉委員会

も行政視察に行ってこのプール関係を見てきてい

るはずなのです。 

そういうことであれば当然、競泳部分と健康増

進部分が今副市長が言ったとおり両方しっかりと

やっていくというのであれば、委員会での質疑も

私は総務文教と生活福祉委員会の連合審査的な審

査も私は必要だと思うのですけども、その辺はど

うなのですか。 

○大澤副市長 

連合審査といいましょうかその辺のところは議

会側でお考えいただければ、私どもとしてはそれ

に従うという形になろうかと思います。 

○飯田委員 

そういう部分も含めて今後、健康増進的な機能

の関係でも連合審査的なものも両委員長で話し

合っていただきたいなと思います。 

○平賀委員長 

そこについてまた後日検討していくということ

になると思います。 

○飯田委員 

まず一旦休みます。 

○平賀委員長 

ほか質疑のある方。 

○近藤委員 

今は季節が限られて運用されているプールが通

年化されるということで、これは非常に市民の皆

さんの要望もこれまで多くて非常に注目度も高い

施設で、６月の議会の段階、６月の委員会の段階

でお示しいただいた中からようやくこのような形

で具体的な姿が立ち上がってきたという認識して

います。 

これまでの大まかな流れをさまざまな形で市政

報告会等開きますと、プールに関心のある市民の

方々も参加をしていただいて、いろいろ御意見を

伺って参りました。 

そういった経過も含めていわゆるスポーツ振興、

競泳の分野とそして健康増進の分野と兼ね備えた

施設にしたいということで、非常にその兼ね合い

が難しい中でかなり知恵を絞られて、そしてまた

市民の皆さんの思いもうまく受けとめられながら、

ここまで進んでこられたというふうに私は認識を

しています。 

その部分は非常に大変なことも多かったかとは
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思うのですけれども、まちづくりの視点に立てば

市民の皆さんと行政の皆さんとで意見を出し合い

ながらよい施設をつくっていくという視点に立て

ば、いい流れで話は進んできているのではないか

というふうに私自身は認識をしているところであ

ります。 

まず１点目の質問なのですけど、これはまだ基

本設計のレベルという話なので、これからまたそ

の細かい部分の詰めが始まって実施設計という形

になると思うのですけど、この前段の整備の方針

のところに書かれている日本水泳連盟の一般公認

プールとしての規格を兼ね備えるのだということ

がまず一つうたわれています。 

そうなると僕もいろいろと勉強させていただい

て、その公認をとるためにはかなりいろいろと細

かい規定があって、それは当然この後の実施設計

いろいろと出てくるのかなと思うのですけれど、

例えばそのコースの番号を振る場合は、こちらか

ら順番に１、２、３と振るとかですね。 

それから滑りどめの加工を水深80センチぐらい

まではプールの壁面の部分やらないといけないと

か細かい部分が公認をしっかり取るためには必要

だというふうに意識しているのですけれども、そ

の細かい部分についてはこれからしっかりと詰め

ていくという認識はまずお持ちなのかどうかとい

うのを確認させていただきたいと思います。 

○岩本スポーツ課長 

今おっしゃられたように、公認を取るためには

かなり細かい規定といいますか規格といいますか、

そういうものがございます。 

今おっしゃったようにプールのターンでの壁面

につきましても、滑りづらいコンクリート状とい

いますかざらざらしたものというものも入ってい

るかというふうに認識をしておりますので、その

部分をきちっと把握をして、これからコンサルの

ほうもそういう認識を持ってやっておりますので、

このプールの設計をしている方というのも今まで

公認のプールを何度も経験をされた方というふう

に伺っておりますので、こちらでもきちっと把握

をしながら、そこの部分をチェックといったらあ

れなのですがきちっと適合、整合性をもってやっ

ていきたいというふうに思っております。 

○近藤委員 

限られた財源の中で知恵を絞ってされていると

いうことなので、できることできないこと当然出

てくるかと思うのですけれども、せっかく公認規

定でしっかりしたプールをつくるというコンセプ

トお持ちなので、そのあたりきちんとやっていた

だきたいというふうに思います。 

この基本設計見させていただいて、非常に今ま

でのプールよりも公認大会も開ける水準になって

きますので、先ほど飯田委員の話にもありました

けど、多くの方がこのプールを大会含めて利用さ

れることが想定されると思うのですけど、プール

サイドの床面積含めて、大会開いて選手たちがた

くさん来た場合にこのプールサイドの面積で十分

対応できるのかどうかというのは現段階でどうい

うふうに認識をされているのか伺いたいと思いま

す。 

○岩本スポーツ課長 

プールサイドの面積、当然広げれば広いほど大

会運営はスムーズに進むという認識はしておりま

す。 

プールのこちらの幅を２メートル広げてそうい

うものに対応した場合いくらかかるんだといった

場合に4,000万円ほどかかるということで、そうい

う数字も提出しながら内部で検討してまいりまし

た。 

ただなかなか予算というものがありますので、

そこの部分は簡単にはいかなかったという過程が

あります。 

知恵を絞って先ほど説明したとおり競泳用の

プールにフロアというすのこ状のものをいれます

が、それは大会時に当然プールサイドに上げるも

のです。上げればそこのスペースが邪魔というか

狭くなります。 

児童プール、多目的プールに高さを調整してそ

のフロアを並べてそこに滑らないようなシートを、

そこを待機スペースにすればある程度そこで競泳

の参加の方々がたまっておけるし、召集のスペー

スにもなるということを考えてそれを実行したい

というふうに考えております。 

○近藤委員 

今の御答弁でなるほどというふうに認識をいた

しました。 

そういった形で知恵を絞っていただきながら、

大会開催時にも対応できるような仕組みをこれか

らも考えていただきたいなというふうに思います

し、私たちもいろいろと議論をさせていただきた

いというふうに思います。 

あと、健康増進の観点から先ほど飯田委員の質

問から具体的に何をやるのですかという質問も
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あったかと思うのですけれども、総務文教委員会

で新潟県阿賀野市の健康増進プールを視察させて

いただいた経過もあるのですが、この多目的プー

ルの広さであれば私は十分に水中歩行、そして水

中エクササイズに対応できるであろうというふう

に認識しています。 

これから具体的なメニュー含めて、回数含めて

検討されていくということでありますが、先ほど

その介護予防の話をされていましたけど、その一

方でその広い年齢層ということをおっしゃられて

ました。若年層の部分含めて、どういうふうに取

り組みを図っていくのかというのを現段階ではど

ういうふうに考えてらっしゃいますでしょうか。 

○林健康管理課長 

若年層というのは小学生以下含めてという想定

でよろしいでしょうか。 

○近藤委員 

広くです。小学生以下も中高生も含めて、その

あたりをどう取り込んでいくかという。 

○林健康管理課長 

小学生の部分につきましては、夏場になれば各

小学校等のプールを活用していただくということ

当然あると思うのですが、もっとそれ以上小さい

部分に関しましてはその児童用プールのほうを御

利用いただけるソフト事業を考えていければと考

えています。 

○近藤委員 

これから具体的に考えるというような水準なの

かなというふうにお見受けしました。 

あと、健康増進の部分でいくと、やはりそのイ

ンストラクターを含メートル人材をどういうふう

に確保していくのかというのも当然プールを活用

していく視点で重要になってくるかと思うのです

けれども、現段階ではそのあたりはどういうふう

に考えていらっしゃいますでしょうか。 

○林健康管理課長 

現在、これから水中運動、歩行などの部分に関

しましては、専門的知識を持った方、また現在実

際に水中歩行の指導など行われている方などの意

見もアドバイス等もいただきながら、ソフト事業

等、教室の開催等についても進めていかなければ

ならないとは考えているのですけれども、現在の

ところインストラクター等については、そういっ

たところで研究していった中でちょっと進めてい

きたいなと考えております。 

○近藤委員 

これから具体的な姿が立ち上がっていくかと思

いますのでまたその都度、議論をさせていただき

たいと思います。 

現段階では非常に市民の皆さんのスポーツ振興

そして健康増進それぞれの思いをきちんと酌み

取った形での基本設計としてでき上がりつつある

というふうに認識しておりますので、この先も折

にふれて議論させていただきたいというふうに思

います。 

質問終わります。 

○平賀委員長 

ほか。 

○高橋委員 

先日伺ったときにはかなりこれから大変だなと

いう感じが受けましたけれども、きょうお話を

伺っておりまして運用としましては、歩み寄った

ことが感じられます。 

１点だけ市民プールの通年化になるわけですけ

れども、休日というものはどのようにとられるか。 

○岩本スポーツ課長 

現在、プールは基本的に月曜日が休館日です。 

月曜日が祝日に当たる場合は翌日と、５月の連

休のようにそれが重なるようでしたらずっと先送

りしてという形になっております。 

体育施設、基本的には職員の休みというのも当

然ありますので、月曜日休館、また土曜、日曜、

平日によっては営業時間が若干変わると、今でも

日曜日、休日は４時半まで泳いで５時までに着替

えて帰っていただくというふうになっております

ので、それに準じた形で今後も考えたいと思って

おります。 

○高橋委員 

今のお話で月曜日という基本的な休日で、今変

更はないとそんなふうに受け取ってよろしいで

しょうか。 

○岩本スポーツ課長 

そのとおりで結構です。 

○高橋委員 

大会ですとか、中には月曜日も使いたいとそう

いった場合には振り返るといった考えはなかった

ですか。 

○岩本スポーツ課長 

さまざまな事情、個々の利用者あるかと思いま

すけども、やっぱり職員の配置についてもこれか

らということになりますが、当然週に一回は休日

といいますか休みの日を設けないといけないとい
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うこともありまして、大体多くの施設で週に一度

休館と。場合によってはそういう休館に際して特

別清掃なりいろんなことがやるという場合もあり

ますので、週に１回の休館日というのは設けたい

なというふうに思っております。 

○高橋委員 

わかりました。 

以上で質問を終わらせていただきます。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

私のほうからも一言。 

飯田委員の指摘もあったとおりですが、スター

トのとりかかりがちょっと若干遅かったという、

当初のこれに対する考えの違いというのもあった

なというふうにとらえております。 

そういった中で団体とのやりとりがなされて意

見が反映された形で図面が出てきたかなというふ

うな認識を持っております。 

公認プールをこれからとるに当たって、他市で

は１点クリアできなかっただけで公認プールとれ

なかったっていう話も聞いておりますので、そう

いった部分は関係団体としっかりと煮詰めていた

だきたいという部分と、今後備品等の購入の計画

もつくられていくと思いますけれども、その辺も

しっかりと関係団体とどういったものが必要か、

建設費も16億8,000万円ということで、多額な投資

ということで建設がなされるようになりましたけ

れども、通年という部分で、補修費、修繕費等も

かかってくると思いますので、その辺も含メート

ル中で備品のほうも関係団体と煮詰めていってい

ただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○平賀委員長 

ほか。 

○飯田委員 

健康増進機能なのですけれども、当然今これに

あったいろいろな事業を幼児から高齢者までやる

と言ったのですけど、やはり要望は健康増進を銘

打つなら健康増進の効果がどうあがったのかとい

うような観点から、それに合った体制を私はとる

べきだと思うのです。 

それであるならば何も健康増進機能を特に並べ

て持たせる効果がないと思うのですけども、例え

ばここのプールに健康増進機能の判定を持たせる

保健師だとかそういう人を常駐させてやるという

ような考えでも持たないと、いろいろ今、先ほど

児童とか子どもは夏、プールあるからそれなりに

対応するといったのですけれども、特に高齢者な

り介護予防なりそういうことになりますと当然測

定して、水中運動一つにしても水中運動の効果と

いうものはかなり今重要視されています。 

それを専門的な観点から判定して、どういうふ

うな処方箋を下すということまで考えないと健康

増進の意味はないと思うのですけども、その辺は

しっかりと持っているのでしょうね。 

○林健康管理課長 

現在考えていますのは、例えば個人健康チェッ

クシート等を持っていただいてその中に例えば簡

単なことでいけば血圧とか、運動前の血圧、運動

後の血圧とか、体脂肪の関係ですとか、その辺を

まず個人でチェックしていただいて、その中で、

保健師が常駐ということは今ちょっと考えてはお

りませんけれども、月に何回か行って指導する機

会を設けられればということで考えております。 

○飯田委員 

当然、阿賀野市の視察に行きますと、今まで水

中運動普及事業をやっていましてインストラク

ターがいまして、かなりやっているのですけども、

不足しているのは測定をしてどんな効果が本格的

にあらわれているのかっていうのが非常にこれか

ら課題だということを言っていたのです。 

ただ、多目的プールで水中運動なり歩行なり競

泳用プールでもそうなのですけど、水中歩行した

から効果が上がるだけじゃだめだと思うので、そ

の辺をしっかり持っていないと健康増進というこ

とにはならないと思うのですけれど、それらも含

めてスポーツ課と健康管理課と視察に行かれると

思うのですけれどもいかがですか。 

○林健康管理課長 

委員さんから御指摘のありましたとおり、その

辺を含めまして視察行って、今後研究していきた

いと、検討していきたいと思います。 

○飯田委員 

それはまたこれからの質疑の中でやっていきた

いと思います。 

それと先ほど財政的な話になりました。今回16

億8,000万円、プール本体が14億1,000万円、ト

レーニング室増設駐車場整備で２億7,000万円とあ

るのですけど、これは前の６月のときに13億3,000

万円の中にトレーニング室増設と駐車場整備はど

のぐらい入っていたのですか。 
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○角田建築課長 

前回、トレーニング室の増築はだいたい2,000万

円強ですね。 

それと除却で3,000万円強といいますのは、今回

当初予定していたよりもかなり金額が上がりまし

て、今の現在のところで2,000万円強と3,500万円

強ぐらいの金額が上がっているのですが、これに

つきまして今資材の高騰と人件費の高騰で、かな

りなウエートを占めて上がっていまして、それが

まだ今後ともまだまだ要するに確定的な状況でな

いので今大体の概算でこのぐらいということでお

話をさせていただきたいと思います。 

○飯田委員 

その辺はわかるのですけれど、先ほど要望しま

した観覧席っていう形で議論の土台になる観覧席

をある程度しっかり設けた中での積算というもの

ができるということだったのです。 

7,000万円というようなことで出たのですけれど

も、それは出るのですね。 

○角田建築課長 

出るといいますと、これからの協議の中で実施

設計の中で出るかということなのでしょうか。 

○飯田委員 

実施設計でなくて、きょうこれは私たち初めて

見せてもらったものです。 

私はきょうの議論のほかにこれを見た中で、特

に市民健康プールの建設概要とこの図面しかあり

ません。 

こういう中で私は持ち帰って、これらの中を

もっと吟味するのです。 

本来であればこの委員会がもっと議論を進める

なら、これは前に配られてなければだめなのです。 

そういう意味からも私は12月議会出る前にもう

一度精査した中で議論したいので、そのときに消

防法にひっかからない観覧席の積算、これがほし

いのです。 

○角田建築課長 

今委員のおっしゃられましたことにつきまして

は、先ほど大体3,000万円から4,000万円位という

お話ししましたけれども、これについては実施設

計の中でかなり詰めていく格好になると思います

ので、実施設計の以前の段階でそこまで詳細な値

段が出るかどうかというのはちょっとこれから今

コンサルと打合せをしてみて検討してみたいと思

います。 

○大澤副市長 

今、飯田委員のおっしゃっている２階の観覧席

というのはどれぐらいのレベルを、どれぐらいの

規模を想定しているものでしょうか。 

○飯田委員 

それは、大会をやって今ありますよね、今の

プールの観覧席も含メートル、これらのプールの

規模にあった今の観覧席にどのぐらいまた必要か

ということも含めてなのですけれども、少なくと

も今の観覧席程度のものというものと考えていま

す。 

○大澤副市長 

今この図面でお示している、点線の二階控室と

なっている観覧スペースは現在の施設のものと大

体と同等だというふうに思います。 

○飯田委員 

観覧席はなくて、実際こういうような段差をつ

いた中でやれるスペース、でこれは今のスペース

で全く段差をついた中で実際どのようなスペース

というのですか、二段なり三段なりってあると思

うのですけど。 

○角田建築課長 

今の現存している控室という格好になっていま

すけども、それにつきましては椅子があるという

ことなのですけども、それをどの程度の椅子にす

るかわかりませんけれども、腰かけれるような形

で、ただ二列も三列も二段も三段もなるという状

況にはなりません。 

今のところ考えているのは平らにだいたい２

メートルから、柱がでていますので柱から２メー

トルぐらいバックして、その長く30メートルぐら

い控室ということで今つくろうという考え方はし

ています。 

○飯田委員 

少なくとも私は３メートルなり３メートル50な

りの範囲の中での観覧席というか、そういう中で

の試算をお願いしたいということなのです。 

○角田建築課長 

ちょっと言葉足りなかったのですけれども、今

柱が出ていましてその柱の幅が１メートルござい

ます。 

それで、そこの以外にそれから２メートルとる

ので実際的には窓からは３メートルぐらいの距離

にはなると思っています。 

幅の長さだいたい30メートルぐらいで今積算す

ることとしています。 

○飯田委員 
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一つの例として、二段じゃなしに三段なりのと

れるような観覧席というような想定のもとでの積

算はできるのですね。 

○角田建築課長 

今のままでいきますと柱から２メートルで二段、

三段のひな壇ができるようなスペースは正直言っ

てできないです。 

それとそういう段々をつくりますと今度まるっ

きり観客席の必要な、要するに消防法にかかって

くる観覧席という格好に完全になってしまいます

ので、それだと今のままではちょっと先ほど申し

上げたように7,000万円も8,000万円もかかってく

る、つくるといったらそれぐらいの施設になって

しまうということになります。 

○飯田委員 

せっかくつくるのですから、一応議論はしてそ

れがそうなるとは限らないので一応その資料とし

て、今課長の言った7,000万円なり8,000万円かか

る、そういうような図面と積算の額をやっぱり示

していただきたいということ。 

○角田建築課長 

わかりました。一応コンサルと協議してこうい

うふうにしてやるのならいくらかかるのですかと

いう形で設計図面、まあ図面までいくよりも金額

をはじくことはできると思いますので、それにつ

いてはやってみます。 

○平賀委員長 

ほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

ないようですのでいったんこの質疑については

終了いたしますが、次回以降の対応については正

副でいろいろ協議をしながら進めていきたいと思

いますけれども、いずれにせよ市民の方の利用も

多い施設ですのでいろいろな意見を聞きながら理

事者側も進めていっていただくということになる

と思います。 

いったん暫時ここで休憩をいたします。 

午後２時05分 休憩 

午後２時12分 再開 

○平賀委員長 

それでは再開いたします。 

続いてその他の案件であります。 

理事者のほうから。 

○大澤副市長 

一点御報告があります。 

11月の15日付け北海道新聞の朝刊の記事にあり

ました個人情報が記載された古紙の流失について

という点につきまして、その経過等について御報

告をさせていただきたいと思います。 

本件につきましては、10月の下旬に保育園の園

児が保育所から持ち帰った絵を見た御家族から、

その裏面に個人情報、住所と氏名が記載されてい

たというお話が実はございました。 

同日、どこの保育所から持ち帰ったものかを調

査したわけでありますけれども、市内保育園のう

ち、たんぽぽ保育園の古紙回収箱に９月議会関係

の印刷ミス用紙、50枚程度が残っておりました。 

これを全部持ち帰って調べてみたわけですけれ

ども、その中には個人情報が記載されたミス用紙

はございませんでした。 

しかしながら９月議会では議案、それから資料

等として、個人情報の記載が必要な案件がござい

ました。 

そういったことから現物は確認していないわけ

でありますけれども、そのミス用紙の一部が流出

したのではないかというふうに考えているところ

でございます。 

議会関係文書等における個人情報の取り扱いに

つきましては、御案内のとおり議員と理事者へ配

布する議案、資料等には個人情報が入っているわ

けでありますけれども、それ以外については記載

しておらず、また、説明の際にも十分配慮して個

人情報の保護に努めてきているところであります

けれども、今回このようなことが起こってしまっ

て大変申しわけなく思っているところでございま

す。 

今回は流出いたしました当該古紙がどれくらい

の枚数であったかは把握することはなかなか難し

いわけでありますけれども、その資料等の差しか

えだとか印刷ミスといったことではなくて通常業

務の中で、試し刷りをしている４、５枚程度のも

のでないかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

こういった古紙が、ほかに園児が持ち帰った部

分がほかにあるのかどうなのかということにつき

ましては、８月の末から10月の末にかけて、園児

が持ち帰った紙につきましては、保護者の御協力

を得ながら回収するように担当部課長に指示をし

ているところでございます。 

古紙の再利用につきましては、ＩＳＯの14001取
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得時にあわせて紙資源の有効活用とごみの減量化

のために進めてきておりますので、これは今後と

も続けていくつもりでおりますけれども、こう

いった古紙の再利用にあたっては当然のことであ

りますけれども、個人情報の保護には十分気をつ

けて利用するよう改めて職員に周知をするととも

に、個人情報保護の徹底を図ってまいりたいと考

えております。 

以上でございます。 

○平賀委員長 

委員の皆さんから何かございますか。 

○飯田委員 

私も見たのですけれども、個人情報に本当にあ

たるのかなと思ったのです。 

実は９月議会の専決処分の記事でありまして、

額も出てあったのですけれども、裏見たら使えな

いのですね、普通、そのままだとね。 

だからおそらく印刷ミス、印刷しているときの

ミスで、半分裏面が白紙だったから、使えたと判

断したと思うのですけど、それはもう議員もとじ

て私たちも控室でやったやつを無駄にするなって

いうことで、そこに置いてあるのですけども、そ

の場合もそういう可能性もありますよね。 

ところがあの議案書っていうのは市民の方が来

たら、渡せるものなのですか。 

○大澤副市長 

議員と理事者は、今委員がおっしゃるとおり個

人名も住所も入ったものを持っていますけれども、

今はインターネットで公開していまして、報道関

係者だとかそれから傍聴に来た方にも渡したりも

しますけども、そのときには今、住所、個人情報

の部分は削って出しております。 

これは、かつては議案のものをそのまま渡して

いたのですけれども、近年その個人情報の保護と

いうところがかなりクローズアップされたという

中で、今はそういった措置をしていて、個人名の

入っている分については議員と我々理事者だけし

か持ってないということです。 

○飯田委員 

ということは公表できない、ということでもな

いですね。 

○大澤副市長 

私どもの個人情報保護条例では目的の範囲を越

えて実施機関以外のものに提供してはならないと

いうようなこと云々書いていますので、非常に扱

いとしてはやはり保護すべき観点のものだなとい

うふうな認識でございます。 

○飯田委員 

それであるならば傍聴に来た人が、専決処分い

いかといったら今の専決処分は何と言ったときに

議員は言ったらだめと。 

○大澤副市長 

今回の件につきましては交通事故の案件として

は二つありまして、一つは議決を要するものでし

た。 

一つは、諸般の報告の中でペーパーだけ配られ

ているということですから、そのペーパーは傍聴

に来られた方、それを入手することは出来ますけ

れども、そこには住所と氏名は消しているからそ

れはわからないということなのです。 

それから、議案のやつについてもそれは提案理

由の説明等でも個人の名前、住所等については、

たしかしゃべってないような気がしたのですけれ

ども。 

○飯田委員 

しゃべってないのですけれども、聞かれたとき

には議員は言ったらだめだということですね。 

○大澤副市長 

だめかいいかっていうのはちょっとあれですけ

れども、その辺のところはやっぱり個人情報の保

護という観点からいろいろ配慮すべきところはあ

るのかなというふうに思いますし、今回は全く関

係ない部分での流出ということになってしまって

いますので、やはりここのところはちょっと配慮

足りなかったかなというふうに思っていまして、

その辺のところは報道機関ともちょっと話をして

みた経過はあるのですけれども、やはりそこのと

ころは十分注意すべきものであるという認識でご

ざいます。 

○飯田委員 

十分注意するという認識程度でいいですか。 

○平賀委員長 

議長どうぞ。 

○小田部議長 

今飯田委員が質疑してくれているのですが、副

市長が答弁していただいておるのですが、なぜ注

意する、だめだから注意する。これが個人情報保

護法の一つの壁。 

これを共通の認識にしなければ、今飯田委員が

それでは議員が聞かれて説明していいのかという

発言もありました。 

非常にポイントをついた一点なのですけど、だ
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めだから注意を喚起し、これは例えば議会がその

資料を扱ったりしても同様なのですね。ですから、

その辺の共通の認識をきちんと持って、個人の名

前、住所、あるいは金額、こういったものはそれ

に該当しますよという確認、共通の認識にいてい

ただきたい。 

この辺はひとつ副市長も含め、本委員会におい

てちゃんと、とど疑わしいから注意します、注意

喚起します。 

こういう曖昧さはかえって問題を惹起しかねな

い件ですから委員長、その辺は仕切りのもとで共

通の認識、共有にしていただけるように計らって

いただければありがたいと。以上です。 

○平賀委員長 

この件については議会側の扱いについては状況

によって議運のほうで協議をしていただくような

形になると思います。 

基本的にはそういう議長のおっしゃるとおりか

なと私も思います。 

○飯田委員 

委員会にかかわってくることですからね。 

だから議運なり会派代表者会議なりで徹底する

ということでしょうね。 

○平賀委員長 

ほかこの件について何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

ほかその他委員の皆さんからなにかございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

理事者からはないですか。 

（「ありません」の声あり） 

○平賀委員長 

最後に一点だけ私から。 

行政視察のレポートについてですけれども、11

月28日までの提出というふうにお願いしたいと思

いますので、委員の皆さんもどうぞよろしくお願

いをいたします。28日までの提出です。 

それではこれにて総務文教委員会を終了いたし

ます。 

お疲れさまでした。 

午後２時24分 閉会 

 


